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沼津市水道部 平成２２年度水質検査計画 

 

■ 本市水道の給水状況 

 沼津市水道部では、沼津市と清水町を給水区域としています。 

 本市水道は、豊富な地下水に恵まれており、戸田地区の一部を除き、深井戸などによる地

下水を水源としています。その主となる泉水源地は湧水量が豊富な柿田湧水群の中にあり、

全給水量の約 60 パーセントはこの泉水源地から給水しています。また、これらの地下水は、

水質が非常に良好で安定しているため、塩素消毒以外の浄水処理を行う必要がありません。 

 戸田地区は、深井戸と山間部の湧水及び伏流水を水源として、塩素消毒及び一部ろ過によ

り給水しています。 

 

■ 水質検査計画 

 沼津市水道部では、皆様に安全で安心して使用していただける水をお届けするため、定期

的に水質検査を行い、水道水の水質管理に万全を期しています。 

 この水質検査の検査項目・検査地点・検査頻度などについての計画を皆様にお知らせしま

す。 

水質検査計画については、水質基準値あるいは目標値が変更された場合、直ちに反映できる

体制を整え、過去の検査結果を考慮し毎年度見直しを行います。 

 

１ 基本方針 

(1) 水質検査は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目、水道水質管理上留意す

べき項目とされている水質管理目標設定項目、及び沼津市が独自に行う水質項目を行いま

す。  

(2) 検査地点は、各水源及びその水源別配水区域の末端付近の給水栓です。 

(3) 給水栓の検査頻度については、水道法に基づき、残留塩素・色・濁りは毎日、水質基準

項目は項目により、月１回または年４回、さらに水質管理目標設定項目検査を年１回行い

ます。 

(4) 原水の検査については、年１回(泉水源地の深井戸は年４回)行います。 
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２ 水道事業の概要 

(1) 給水状況（平成 20 年度末）       

 沼津市及び清水町 

給 水 区 域 ６６．４５km２

給 水 人 口 ２４４，０９６人

普 及 率 ９９．７％

一日最大配水量 １３４，８１１ｍ３

一日平均配水量 １１１，８２４ｍ３

 

 (2) 水源地の概要 

No. 水  源  地 水源の種別 取水能力 浄水処理方式 

１ 泉水源地 
地下水(深井戸) 

湧水 
111,280ｍ３／日 塩素消毒のみ 

２ 柳沢水源地 地下水(深井戸) 9,100ｍ３／日 塩素消毒のみ 

３ 井出水源地 地下水(深井戸) 8,200ｍ３／日 塩素消毒のみ 

４ 原水源地 地下水(深井戸) 9,300ｍ３／日 塩素消毒のみ 

５ 石川水源地 地下水(深井戸) 5,200ｍ３／日 塩素消毒のみ 

６ 北小林水源地 地下水(深井戸) 4,600ｍ３／日 塩素消毒のみ 

７ 沢田水源地 地下水(深井戸) 6,900ｍ３／日 塩素消毒のみ 

８ 内浦水源地 地下水(深井戸) 1,400ｍ３／日 塩素消毒のみ 

９ 足高水源地 地下水(深井戸) 3,100ｍ３／日 塩素消毒のみ 

10 青野水源地 地下水(深井戸) 2,500ｍ３／日 塩素消毒のみ 

11 双葉水源地 地下水(深井戸) 4,300ｍ３／日 塩素消毒のみ 

12 柏葉尾水源地 地下水(深井戸) 300ｍ３／日 塩素消毒のみ 

13 木瀬川水源地 地下水(深井戸) 12,310ｍ３／日 塩素消毒のみ 

14 河内水源地 地下水(深井戸) 2,800ｍ３／日 塩素消毒のみ 

15 古宇水源地 地下水(深井戸) 2,200ｍ３／日 塩素消毒のみ 

16 江梨水源地 地下水(深井戸) 500ｍ３／日 塩素消毒のみ 

 ［戸田地区］   

17 第１水源（ワサビ沢）－休止中 伏流水 1,010ｍ３／日 (ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ、塩素消毒)

18 第２水源（二本杉）－休止中 伏流水 220ｍ３／日 (ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ、塩素消毒)

19 雉ヶ尾水源 湧水 1,400ｍ３／日 ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ、塩素消毒

20 蓼原沢水源－休止中 伏流水 260ｍ３／日 (ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ、塩素消毒)

21 新田水源 伏流水 210ｍ３／日 塩素消毒のみ 

22 第３水源 地下水（深井戸） 1,200ｍ３／日 塩素消毒のみ 

23 第４水源－休止中 地下水（深井戸） 670ｍ３／日 (塩素消毒のみ) 

24 第５水源 地下水（深井戸） 2,620ｍ３／日 塩素消毒のみ 
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３ 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

(1) 泉水源地～江梨水源地（16 水源） 

 いずれの水源も深井戸（泉水源地は一部湧水）で、全ての検査項目において良好で安定

した水質を確保しており、安全で良質な水であると言えます。 

(2) 戸田地区の水源（使用中の４水源） 

 水源として、深井戸と山間部の湧水及び伏流水があり、いずれも水質基準を下回り安全

で良質な水であると言えます。 

 

４ 汚染の要因や水質管理上優先すべき対象項目等の水質管理上の留意すべき事項 

(1)   汚染の要因 

① 降雨時等による高濁水発生 

② 次亜塩素使用による消毒副生成物 

③ 降雨時等によるＰＨ値の変動 

④ 多肥の畑地における硝酸性窒素の溶脱 

⑤ 塩素の注入量が不十分 

⑥ 富栄養化及び高温多湿等のかび原因発生時期 

(2)  水質管理上の留意すべき項目 

 ① 濁度 

 ② 塩素酸などの消毒副生成物 

 ③ ＰＨ値 

 ④ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

 ⑤ シアン化合物イオン及び塩化シオン 

 ⑥ ジェオスミン及び 2-メチルイソボルネオールのかび臭物質 

 

５ 検査地点、検査項目及び検査頻度 

(1) 浄水（図１及び表１参照） 

① 水質基準項目（表２参照） 

・ 検査地点は、水源別配水区域ごとに末端付近の給水栓で１箇所（全体で 20 箇所）を設

定し検査を行います。 

・ 検査頻度は、水質基準項目 50 項目のうち、水源別配水区域ごとに水質基準に関する

省令により省略できない９項目に加えて、水質が安定し良好であることを確認するた

め、かび臭物質（ジェオスミンと 2-メチルイソボルネオール）と硝酸態窒素及び亜硝

酸態窒素の 12 項目 については、月１回検査を行います。 

・ また、その他の 38 項目については、過年度の水質検査結果により省略できる項目も

ありますが、水質が安定し良好であることを確認するため、水源別配水区域ごとに年

４回検査を行います。 

② 毎日検査項目（表３参照） 

・ 検査地点は、水源別配水区域ごとに末端付近の給水栓で１箇所（全体で 20 箇所）を設

定し検査を行います。 
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・ 検査項目は、水質基準に関する省令により表３の項目で１日１回検査を行います。 

 (2) 原水（表１参照） 

・ 現在使用している水源の深井戸 29 箇所、湧水２箇所、伏流水１箇所の検査地点におい

て、水質基準に関する省令により、水質基準項目の 39 項目（表２参照）について検査を

行います。 

・ 検査頻度は、各水源について年１回、但し泉水源地の深井戸については年４回行いま

す。 

(3) 水質管理目標設定項目（表１、表４及び表５参照） 

・水道水質管理上、留意すべき項目として設定されている水質管理目標設定項目について

は、９箇所の配水区域を選定し、年１回検査を行います。 

・ 検査地点は、表４の項目 No.３、10、12、13、14、16、28 の７項目については、各配 

水区域の給水栓検査地点とし、その他の 21 項目については水源とします。 

・ 検査項目のうち、農薬類については、泉水源配水区域では全 102 項目、その他８箇所

の配水区域では、各地域の農協で販売した農薬量等を参考にして検査対象を決定します。 

(4) 本市が独自に行う検査 

・ 情報や知見の収集に努めていくべき項目とされている要検討項目は、ダイオキシン類

を除く目標値の定められた 19 項目について、泉水源配水区域で年１回検査を行います。 

・ ダイオキシン類については、安全性の確認と経過観察のため、水質管理目標設定項目

の検査を行う９箇所で年１回検査を行います。 

・ 湧水及び伏流水を水源としている雉ヶ尾水源及び新田水源については、クリプトスポ 

リジウムの指標菌となる項目（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）の検査を月１回実施し、クリ

プトスポリジウム検査、ジアルジア検査を、３箇月に１回実施します。 

・ その他全ての深井戸及び泉水源地の湧水池については、クリプトスポリジウムの指標

菌となる項目（大腸菌及び嫌気性芽胞菌）の検査を、３箇月に１回実施します。 

    

６ 水質検査方法及び水質検査の自己／委託の区分 

(1) 検査方法については、国が定めた水道水の検査方法（「水質基準に関する省令の規定に

基づき厚生労働大臣が定める方法」）によって行います。 

(2) 水質検査は、水道法第 20 条の厚生労働大臣登録検査機関に委託して行います。 

(3) 水質検査測定値の信頼性を確認するため、委託する水質検査機関に精度管理実施結果の

提出を求めます。 

 

７ 水質検査委託の主な内容 

 (1)  水質検査 

 ・ 定期の水質検査 

 ・ 水質検査のための採水（原水で採水する一部の検体を除く） 

 ・ 臨時の水質検査 

 ・ 水質検査の結果集計 

(2)  毎日水質検査 
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 ・ 毎日検査項目の水質検査 

 ・ 各水質検査箇所の給水栓における月３回の水圧測定 

 ・ 達磨橋系浄水の毎日採水及びサンプルの保存 

 ・ 水質検査及び水圧測定の結果集計 

 

８ 臨時の水質検査  

 水源等で、次のような水質変化があり、給水栓の水で水質基準値を超えるおそれがある場

合には、直ちに給水を停止して、水源、給水栓などから採水し、臨時の水質検査を行います。 

(1) 原因不明の色及び濁りが生じるなど水質が著しく変化したとき 

(2) 臭気等の異常があったとき 

 水質検査は水質基準項目の 50 項目を基本とし、異常の状況に合わせて項目を加除すること

とします。 

 異常の状況として、 

(1)  浄水過程における異常 

(2)  水源の水質の著しい悪化 

(3)  水源の異常（ごみや汚泥などの汚物） 

(4)  水源・配水区域周辺での水系感染症の流行 

(5)  水道施設の著しい汚染 

等が考えられます。 

 臨時の水質検査は、水質異常が終息し、給水栓水の安全性が確認されるまで行います。 

 

９ 関係機関との連携 

  水道水源汚染の監視のため、「静岡県東部五市四町地下水汚染防止対策協議会」等関係機関

及び厚生労働大臣登録検査機関と常に連携を図り、汚染の早期発見に努めるとともに、事故

が発生した時は、直ちに適切な対策を講じます。 

 

10 水質検査計画及び検査結果の公表 

 水質検査計画は、水道部ホームページで公表しています。また、水道部窓口でも閲覧でき

ます。 

 検査結果は随時ホームページで公表します。 

平成 21 年度水質検査計画に基づいて実施した水質検査の結果は、いずれの検査時期においても

水質基準に適合しており、各水源地から給水している水道水が安全で良好な水質であることを継

続的に確認することができました。 

 この水質検査計画についてのご意見をお寄せ下さい。 

連絡先：沼津市水道部 上水道工務課送水係 

  〒410-8601 静岡県沼津市御幸町 16 番 1 号 

電話：055-934-4859 Ｅメール：josui-ko@city.numazu.shizuoka.jp 

ホームページ：http://www.city.numazu.shizuoka.jp/sisei/suido/index.htm 
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表１ 検査地点 

配  水  区  域 給水栓水質検査地点 原水水質検査地点 

石川水源配水区域 ※ 植田公会堂  石川水源地（２箇所） 

井出水源配水区域 ※ 消防 34 分団詰所  井出水源地（３箇所） 

青野水源配水区域  下岡橋南  青野水源地（２箇所） 

原水源配水区域  駅前公園  原水源地（２箇所） 

柳沢水源配水区域 ※ 東田公園  柳沢水源地（２箇所） 

沢田水源配水区域  長塚町公民館  沢田水源地（２箇所） 

双葉水源配水区域 ※ 双葉水源地  双葉水源地 

泉水源配水区域 
岡宮系 ※ 北消防署西分署  泉水源地（深井戸、湧水

池）２箇所 八重系  内浦重寺ポンプ場  

足高水源配水区域 ※ 足高第一配水池  足高水源地（２箇所） 

北小林水源配水区域  南小林公会堂  北小林水源地（２箇所）

柏葉尾水源配水区域  柏葉尾水源地  柏葉尾水源地 

木瀬川水源配水区域  消防 21 分団詰所  木瀬川水源地（２箇所）

内浦水源配水区域  消防 12 分団詰所  内浦水源地 

河内水源配水区域 ※ 消防 17 分団詰所  河内水源地 

古宇水源配水区域 ※ 立保公衆トイレ  古宇水源地 

江梨水源配水区域  江梨農協前  江梨水源地 

［戸田地区］     

達磨橋配水区域 
達磨橋系 ※ 御浜管理事務所  雉ヶ尾水源､第 3､4､5 水

源 以上 4 箇所 
舟山系  舟山公民館  

新田配水区域  新田バス停前  新田水源 

合      計 20 箇所 32 箇所 

・※印は、水質管理目標設定項目及びダイオキシン類の検査を行う区域です。
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表２  水質基準項目 

 

 

 

No. 水 質 基 準 項 目 基 準 値 
検 査 頻 度 

給水栓(20 箇所) 水源(34 箇所) 

１ 一般細菌 100 個/mL 以下 
月１回 

 

 

 

 

 

 

年１回 

（７月） 

 

泉水源地 

深井戸年４回 

4･7･10･1 月 

湧水池年１回 

5 月 

２ 大腸菌 検出されないこと

３ カドミウム及びその化合物 0.003mg/L 以下 

年４回 

 

 

（5･8･11･2 月） 

４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L 以下 

５ セレン及びその化合物 0.01mg/L 以下 

６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 

７ ヒ素及びその化合物 0.01mg/L 以下 

８ 六価クロム化合物 0.05mg/L 以下 

９ シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L 以下 

１０ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L 以下 月１回 

１１ フッ素及びその化合物 0.8mg/L 以下 

年４回 

 

 

（5･8･11･2 月） 

１２ ホウ素及びその化合物 1.0mg/L 以下 

１３ 四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

１４ 1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

１５ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ 1,2 ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L 以下 

１６ ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

１７ テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

１８ トリクロロエチレン 0.03mg/L 以下 

１９ ベンゼン 0.01mg/L 以下 

２０ 塩素酸 0.6mg/L 以下 

 

２１ クロロ酢酸 0.02mg/L 以下 

２２ クロロホルム 0.06mg/L 以下 

２３ ジクロロ酢酸 0.04mg/L 以下 

２４ ジブロモクロロメタン 0.1mg/L 以下 

２５ 臭素酸 0.01mg/L 以下 

２６ 総トリハロメタン 0.1mg/L 以下 

２７ トリクロロ酢酸 0.2mg/L 以下 

２８ ブロモジクロロメタン 0.03mg/L 以下 

２９ ブロモホルム 0.09mg/L 以下 

３０ ホルムアルデヒド 0.08mg/L 以下 

３１ 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L 以下  

 

 

 

 

年１回 

（７月） 

 

泉水源地 

深井戸年４回 

4･7･10･1 月 

湧水池年１回 

5 月 

３２ アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L 以下 

３３ 鉄及びその化合物 0.3mg/L 以下 

３４ 銅及びその化合物 1.0mg/L 以下 

３５ ナトリウム及びその化合物 200mg/L 以下 

３６ マンガン及びその化合物 0.05mg/L 以下 

３７ 塩化物イオン 200mg/L 以下 月１回 

３８ カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300mg/L 以下 
年４回 

（5･8･11･2 月） 
３９ 蒸発残留物 500mg/L 以下 

４０ 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L 以下 

４１ ジェオスミン 0.00001mg/L 以下 
月１回 

４２ 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L 以下 

４３ 非イオン界面活性剤 0.02mg/L 以下 年４回 

（5･8･11･2 月） ４４ フェノール類 0.005mg/L 以下 

４５ 有機物（全有機炭素(TOC)の量） 3mg/L 以下 

月１回 

４６ pH 値 5.8 以上 8.6 以下 

４７ 味 異常でないこと 

４８ 臭気 異常でないこと 

４９ 色度 ５度以下 

５０ 濁度 ２度以下 
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表３  毎日検査 

No. １日１回行う検査項目 評  価 検査頻度 

１ 色 異常なし 

毎日 ２ 濁り 異常なし 

３ 消毒の残留効果 0.1mg/L 以上 

 

表４  水質管理目標設定項目 

No. 項     目 目 標 値 検査頻度 

１ アンチモン及びその化合物 0.015mg/L 以下 

年１回 

（10 月） 

２ ウラン及びその化合物 0.002mg/L 以下 

３ ニッケル及びその化合物 0.01mg/L 以下 

４ 亜硝酸態窒素 0.05mg/L 以下 

５ 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

６ 欠番  

７ 欠番  

８ トルエン 0.4mg/L 以下 

９ フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.1mg/L 以下 

１０ 亜塩素酸 0.6mg/L 以下 

１１ 欠番  

１２ 二酸化塩素 0.6mg/L 以下 

１３ ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L 以下 

１４ 抱水クロラール 0.02mg/L 以下 

１５ 農薬類              
１以下(検出値と目標値の比

の和) 

１６ 残留塩素               1mg/L 以下 

１７ カルシウム、マグネシウム等（硬度）  10mg/L 以上 100mg/L 以下 

１８ マンガン及びその化合物 0.01mg/L 以下 

１９ 遊離炭酸               20mg/L 以下 

２０ 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L 以下 

２１ メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L 以下 

２２ 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3mg/L 以下 

２３ 臭気強度（TON）           ３以下 

２４ 蒸発残留物              30mg/L 以上 200mg/L 以下 

２５ 濁度 １度以下 

２６ pH 値 7.5 程度 

２７ 腐食性（ランゲリア指数） －１～０ 

28 従属栄養細菌 
１ｍＬの検水で形成される

集落数が 2,000 以下 

2９ 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

3０ アルミニウム及びその化合物 0.1mg/L 以下 

備考 農薬類の項目については、農協で販売した農薬量等を参考に検査項目を決めます。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

表５  農薬類（水質管理目標設定項目 No.15） 

番号 農  薬  名 用途 目標値（mg/L） 

１ チウラム 殺菌剤 0.02 

２ シマジン（CAT） 除草剤 0.003 

３ チオベンカルブ 除草剤 0.02 

４ 1,3-ジクロロプロペン（D－D） 土壌薫蒸 0.002 

５ イソキサチオン 殺虫剤 0.008 

６ ダイアジノン 殺虫剤 0.005 

７ フェニトロチオン（MEP） 殺虫剤 0.003 

８ イソプロチオラン（IPT） 殺菌剤・殺虫剤 0.3 

９ クロロタロニル（TPN） 殺菌剤 0.05 

１０ プロピザミド 除草剤 0.05 

１１ ジクロルボス（DDVP） 殺虫剤 0.008 

１２ フェノブカルブ（BPMC） 殺虫剤 0.03 

１３ クロルニトロフェン（CNP） 除草剤 0.0001 

１４ ＣＮＰ－アミノ体 ― ― 

１５ イプロベンホス（IBP） 殺菌剤 0.008 

１６ ＥＰＮ 殺虫剤 0.004 

１７ ベンタゾン 除草剤 0.2 

１８ カルボフラン（カルボスルファン代謝物） 殺虫剤 0.005 

１９ 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D） 除草剤 0.03 

２０ トリクロピル 除草剤 0.006 

２１ アセフェート 殺虫剤 0.08 

２２ イソフェンホス 殺虫剤 0.001 

２３ クロルピリホス 殺虫剤 0.003 

２４ トリクロルホン（DEP） 殺虫剤 0.03 

２５ ピリダフェンチオン 殺虫剤 0.002 

２６ イプロジオン 殺菌剤 0.3 

２７ エトリジアゾール（エクロメゾール） 殺菌剤 0.004 

２８ オキシン銅 殺菌剤 0.04 

２９ キャプタン 殺菌剤 0.3 

３０ クロロネブ 殺菌剤 0.05 

３１ トルクロホスメチル 殺菌剤 0.2 

３２ フルトラニル 殺菌剤 0.2 

３３ ペンシクロン 殺菌剤 0.04 

３４ メタラキシル 殺菌剤 0.05 

３５ メプロニル 殺菌剤 0.1 

３６ アシュラム 除草剤 0.2 

３７ ジチオピル 除草剤 0.009 

３８ テルブカルブ（MBPMC） 除草剤 0.02 

３９ ナプロパミド 除草剤 0.03 

４０ ピリブチカルブ 除草剤 0.02 

４１ ブタミホス 除草剤 0.01 

４２ ベンスリド（SAP） 除草剤 0.1 

４３ ベンフルラリン（ベスロジン） 除草剤 0.08 

４４ ペンディメタリン 除草剤 0.1 

４５ メコプロップ（MCPP） 除草剤 0.005 

４６ メチルダイムロン 除草剤 0.03 

４７ アラクロール 除草剤 0.01 

４８ カルバリル（NAC） 殺虫剤 0.05 

４９ エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP） 殺菌剤 0.006 

５０ ピロキロン 殺菌剤 0.04 

５１ フサライド 殺菌剤 0.1 
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 ５２ メフェナセット 除草剤 0.02 

５３ プレチラクロール 除草剤 0.04 

５４ イソプロカルブ（MIPC） 殺虫剤 0.01 

５５ チオファネートメチル 殺菌剤 0.3 

５６ テニルクロール 除草剤 0.2 

５７ メチダチオン（DMTP） 殺虫剤 0.004 

５８ カルプロパミド 殺菌剤 0.04 

５９ ブロモブチド 除草剤 0.1 

６０ モリネート 除草剤 0.005 

６１ プロシミドン 殺菌剤 0.09 

６２ アニロホス 除草剤 0.003 

６３ アトラジン 除草剤 0.01 

６４ ダラポン 除草剤 0.08 

６５ ジクロベニル（DBN） 除草剤 0.01 

６６ ジメトエート 殺虫剤 0.05 

６７ ジクワット 除草剤 0.005 

６８ ジウロン（DCMU） 除草剤 0.02 

６９ エンドスルファン（ベンゾエピン） 殺虫剤 0.01 

７０ エトフェンプロックス 殺虫剤 0.08 

７１ フェンチオン（MPP） 殺虫剤 0.001 

７２ グリホサート 除草剤 2 

７３ マラソン（マラチオン） 殺虫剤 0.05 

７４ メソミル 殺虫剤 0.03 

７５ ベノミル 殺菌剤 0.02 

７６ ベンフラカルブ 殺虫剤 0.04 

７７ シメトリン 除草剤 0.03 

７８ ジメピペレート 除草剤 0.003 

７９ フェントエート（PAP） 殺虫剤 0.004 

８０ ブプロフェジン 殺虫剤 0.02 

８１ エチルチオメトン 殺虫剤 0.004 

８２ プロベナゾール 殺菌剤 0.05 

８３ エスプロカルブ 除草剤 0.03 

８４ ダイムロン 除草剤 0.8 

８５ ビフェノックス 除草剤 0.2 

８６ ベンスルフロンメチル 除草剤 0.4 

８７ トリシクラゾール 殺菌剤 0.08 

８８ ピペロホス 除草剤 0.0009 

８９ ジメタメトリン 除草剤 0.02 

９０ アゾキシストロビン 殺菌剤 0.5 

９１ イミノクタジン酢酸塩 殺菌剤 0.006 

９２ ホセチル 殺菌剤 2 

９３ ポリカーバメート 殺菌剤 0.03 

９４ ハロスルフロンメチル 除草剤 0.3 

９５ フラザスルフロン 除草剤 0.03 

９６ チオジカルブ 殺虫剤 0.08 

９７ プロピコナゾール 殺菌剤 0.05 

９８ シデュロン 除草剤 0.3 

９９ ピリプロキシフェン 殺虫剤 0.3 

１００ トリフルラリン 除草剤 0.06 

１０１ カフェンストロール 除草剤 0.008 

１０２ フィプロニル 殺虫剤 0.0005 
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表６ 要検討項目 

番号 項   目 目  標  値 (mg／ L)  

1 銀  －

2 バリウム  ※ 0.7

3 ビスマス －

4 モリブデン  ※ 0.07

5 アクリルアミド  ※ 0.0005

6 アクリル酸  －

7 17－β－エストラジオール ※ 0.00008（暫定値）

8 エチニル－エストラジオール ※ 0.00002（暫定値）

9 エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）  ※ 0.5

10 エピクロロヒドリン ※ 0.0004（暫定値）

11 塩化ビニル  ※ 0.002

12 酢酸ビニル  －

13 ２，４－トルエンジアミン －

14 ２，６－トルエンジアミン －

15 Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン －

16 スチレン  ※ 0.02

17 ダイオキシン類  ※ １ｐｇＴＥＱ／Ｌ（暫定値）  

18 トリエチレンテトラミン －

19 ノニルフェノール ※ 0.3（暫定値）

20 ビスフェノールＡ ※ 0.1（暫定値）

21 ヒドラジン  －

22 １，２－ブタジエン －

23 １，３－ブタジエン －

24 フタル酸ジ（ｎ－ブチル） ※ 0.2（暫定値）

25 フタル酸ブチルベンジル ※ 0.5（暫定値）

26 ミクロキスチン－ＬＲ ※ 0.0008（暫定値）

27 有機すず化合物 ※ 0.0006※（暫定値）

28 ブロモクロロ酢酸 －

29 ブロモジクロロ酢酸 －

30 ジブロモクロロ酢酸 －

31 ブロモ酢酸  －

32 ジブロモ酢酸 －

33 トリブロモ酢酸  －

34 トリクロロアセトニトリル －

35 ブロモクロロアセトニトリル －

36 ジブロモアセトニトリル  ※ 0.06

37 アセトアルデヒド －

38 ＭＸ  ※ 0.001

39 クロロピクリン  －

40 キシレン  ※ 0.4

41 過塩素酸 －

42 パーフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ） －

43 パーフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ） －

44 Ｎ-ニトロソジメチルアミン（ＮＤＭＡ） ※ 0.0001

・27 は、トリブチルスズオキサイドの目標値

※は、泉水源配水区域で、年１回検査を行う項目を示します。ダイオキシ 

 ン類の検査地点は、表１によります。 

 




